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第２ 監査対象の概要 
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１ 公有財産の内容 
 

(1) 公有財産の意義 

 

公有財産は地方自治法第238条第１項において、「普通地方公共団体の所有に属する財

産のうち次に掲げるもの（基金に属するものを除く。）」と定義されており、以下の８項

目が列挙されている。 

一 不動産 

二  船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物 

四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 

五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 

六 株式、社債（特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべ

き権利を含み、短期社債等を除く。）、地方債及び国債その他これらに準ずる権利 

七 出資による権利 

八 財産の信託の受益権 

 

 
(2) 公有財産の分類 

 

公有財産は、行政財産と普通財産に分類され、行政財産とは普通地方公共団体にお

いて公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行

政財産以外の一切の公有財産をいう。（地方自治法第238条第３項、第４項） 

 

 
【図表２－１－１】公有財産の分類 

 

 

（監査人作成） 

 

市における公有財産の分類は以下のとおりである。なお、数値は令和４年度末の数 

値である。 

公有財産 行政財産 公用財産 庁舎・消防施設等 

公共用財産 学校・公民館・図書館・公園等 

普通財産 行政財産以外で市が保有して 

いる公有財産 

 



8  

【図表２－１－２】岡山市の公有財産の内容（令和４年度） 

（単位：㎡） 

 
 （出所：岡山市公有財産台帳より監査人作成） 

前年度末在高 増加 減少 当年度末在高

32.40 213.04 26,015.51

14,613,096.95

223,134.13 2,382.38 3,820.85 221,695.66

1,841,788.14 32,990.47 19,101.37 1,855,677.24

10,944.03 2,709.87 4,612,451.42

10,657.75 9,999.00 399,995.95

206,580.82 102,710.63
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(3)  地方自治法等が定める公有財産の管理に関する規程 

 

地方財政法第８条において、「地方公共団体の財産は常に良好の状態においてこれを管

理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」と規定

されており、公有財産に関する法令は、地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施

行規則に定められている。 

 

 行政財産の管理及び処分 
 

地方自治法第238条の４第２項から第４項の規定に該当する場合には、行政財産

の用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することが

できる。規定されている内容は以下のとおりである。なお、規定に違反する行為は無

効とされる。（地方自治法第238条の４第６項） 

第238条の４第２項 

行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、

貸し付け、又は私権を設定することができる。 

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める

堅固な建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の供

用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有

しようとする場合（当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合

を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行

政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を

貸し付けるとき。 

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産

である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付

ける場合 

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地

方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者（当該建物のう

ち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法

による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付ける場合 

四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地（以

下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に余裕がある

場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者（当該庁

舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上

で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸し付けるとき（前三号に掲

げる場合に該当する場合を除く。）。 

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営す 
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る鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のため

に当該土地に地上権を設定するとき。 

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用す

る電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当

該土地に地役権を設定するとき。 

第238条の４第３項 

前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた

者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部（以下この項及び次項において「特

定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、

当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管理する普通地方公共団

体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に

当該土地を貸し付けることができる。 

第238条の４第４項 

前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政

財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合につ

いて準用する。 
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２ 岡山市における公有財産管理の概要 
 

(1) 公有財産を管理する部署と役割 

 

岡山市公有財産取扱規則第２条において、「公有財産に関する事務は、財政局長が

総括する。」と定められている。また、第３条にて行政財産の管理については、「課

の事務又は事業の用に供する行政財産の管理は、当該課の課長が行うものとする。」

と定められている。一方、普通財産の管理については、以下に定める者が行うと定め

られている。 

 

また、第５条において、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の円滑を図る

ため、課長の指定により、各課に公有財産取扱主任を置き、公有財産取扱主任は、課

長の指揮を受けて、その課に所属する公有財産に関する事務を行なうものとすると定

められている。 

ここで、令和４年度の公有財産取扱主任一覧を査閲したところ、以下の指摘事項が

発見された。 

【指摘１】 

令和４年度公有財産台帳に登録のある担当課（野殿事業所及び庭園都市推進課）に

ついて、令和４年度の公有財産取扱主任一覧にて主任名の記載がなされていない。管

理する公有財産を有する課においては、漏れなく公有財産取扱主任を定めるべきであ

る。 

 

また、公有財産管理の全庁統括及び総合調整は、財政局財務部の財産活用マネジメ

ント推進課が担当部署となっている。 

 

以下の課は省略 

（令和５年度岡山市行政機構図より） 

(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条第１項第５号から第８号ま 

でに掲げる種類の普通財産の管理及び処分 当該財産を取得した課の課長 

(2) 前号に規定する普通財産以外の普通財産で、課の事務又は事業の用に供するも 

のの管理及び処分 当該課の課長 

(3) 前２号以外の普通財産の管理及び処分 各区役所所管区域内にあるものについ 

ては各区役所総務・地域振興課長 

(4) 前３号以外の普通財産の管理及び処分 財産活用マネジメント推進課長 



12  

(2) 公有財産管理システムとシステム担当課の概要 

 

公有財産の事務においては、公有財産管理システムを利用している。 

公有財産管理システムは、政策局政策部のデジタル推進課が所轄・管理を行ってい

る。 

 
（令和５年度岡山市行政機構図より） 

 

デジタル推進課では、主に以下の業務を実施している。このうち、情報システム担

当（庁内ＬＡＮの運用管理）についてシステムの概要、システムの利用権限の設定な

どについて調査対象とした。 

 
（岡山市HPを参考に監査人作成） 

 

 

 

 

システムの概要については以下の図のとおりである。対象となる公有財産管理シス

テムは、基幹システム中の財務会計システムの機能の一つである財産管理を使用して

いる。 
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（デジタル推進課資料を監査人一部抜粋） 

 

公有財産の異動などの登録が担当課以外によって実施できる状況にあると、正確で

ない情報が登録される可能性がある。そこで、公有財産管理システムの使用に際して

使用権限の設定が適切に実施されているかを市より提供を受けた権限設定一覧にて確

認を実施した。公有財産の異動に関する登録業務は公有財産の所管課のみが実施する

ことができる権限の設定になっており、所管課以外のものが財産の異動に関する登録

を行うことはできないような取扱いとなっており、特段の問題は識別されなかった。 

なお、これらの権限の設定に関しては外部委託で運用しており、人事課より人事情

報を提供することで、適時、適正な権限の設定がなされるようになっている。 

また、一度登録をした公有財産についてその登録内容に誤りがあった場合には、適

時に修正等が行われる必要がある。そこで公有財産システムへの財産登録後のデータ

修正の方法やデータの情報管理について資料の閲覧及びヒアリングを実施した。 

公有財産管理システムに登録された財産については登録情報を修正する場合の手続

については以下のような流れで実施されている。 

 

（ⅰ）登録後、年度の途中で修正等を行う場合 
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登録情報の修正において、決裁の取消を行うためには財産活用マネジメント推進課

長の決裁がなければ登録の修正ができないようになっており、担当課のみでは修正す

ることができないようになっている。 

 

（ⅱ）登録後、年度をまたいで修正等を行う場合 

登録情報を一度削除して、再度登録事務を行う。 

 

以上より、所管課以外のものが登録されている情報について変更や修正することは

できないようになっている。 

そのほか、情報データの取扱いについては、バックアップデータが保管されており、

またそのデータのリストアも可能であるとのことから、その取扱いについて問題は生

じていないものと判断した。 
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(3) 事務手続 

 

① 取得に関する事務手続 

公有財産の取得にかかる事務手続の概要は以下のとおりである。 

 
手続 関連規定 

  

各課長が財産活用マネジメント推進課長を経て財政局長

に協議（※１） 

公有財産取扱規則第６条 

↓  

市長の決裁（※２） 公有財産取扱規則第９～11条 

↓  

登記又は登録（※３） 公有財産取扱規則第８条 

↓  

取得代金の支払 公有財産取扱規則第13条 

↓  

各課長が財産活用マネジメント推進課長に報告 公有財産取扱規則第15条２項 

↓  

財産活用マネジメント推進課長が公有財産台帳を調整 公有財産取扱規則第15条１項 

  

（出所：監査人作成） 

 

（※１）取得する財産が以下に該当する場合は、公有財産管理委員会への付議及び承認が必

要とされている。 

（岡山市公有財産管理委員会規程第２条、公有財産管理委員会運営要領第２条、公有

財産管理委員会運営要領（運用方針）第１（１）①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：監査人作成） 

 

①売買による取得の場合 

事務決裁規程により局長以上の決裁（公有財産購入費：1,000万円以上）を要するもの 

個々の土地価格が1,000万円未満の土地であっても、事業総額（道路等の同一事務事業に

係るもの）が1,000万円以上の場合等 

 

②寄付受納の場合 

重要なもの（事務決裁規程上市長決裁を要するもの）又は岡山市財産条例第７条第１項第

４号に規定する普通財産の譲与又は減額譲渡の前提となるもの 
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（※２）市長の決裁を受けるには、以下の事項を具すこととされている（公有財産取扱規則

第９～11条） 

 

 （購入） 

(1) 不動産等の各称、種類、数量等 

(2) 土地及び建物にあってはその所在地 

(3) 購入しようとする理由 

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠 

(5) 相手方の住所及び氏名 

(6) 経費の支出科目及び予算額並びに支払方法 

(7) 契約書案 

(8) 登記簿等の謄本及び測量図、地番図、付近見取図等 

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項 

 

 （寄付の受納） 

(1) 不動産の名称、種類、数量等 

(2) 土地及び建物にあってはその所在地 

(3) 寄付を受けようとする理由 

(4) 評価額 

(5) 寄付者の住所及び氏名 

(6) 登記簿等の謄本及び測量図、地番図、付近見取図等 

(7) 寄付に際して条件が付せられているものについては、その内容 

(8) 寄付申出書 

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項 

 

（建物の新築又は増築） 

(1) 建築しようとする建物の名称、種類、数量等 

(2) 建築敷地の所在地 

(3) 建築しようとする理由 

(4) 建築予定価格及びその算定の根拠 

(5) 経費の支出科目及び予算額並びに支払方法 

(6) 建築物の図面 

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項 

 

 

（※３）公有財産の取得日についてのルールについて、以下の意見が認められた。 

 

【意見１】 

システムへの公有財産登録に係るルールとしては、登記原因の発生時を取得日として入

力することとなっている。これは、具体的には、売買契約書に明記がある場合には当該日

であり、売買契約書に明記がない場合には、報告書（登記原因証明情報・登記承諾書）の

登記の原因となる事実又は法律行為に記載の売渡日を取得日として登録する運用になって

いるとのことであるが、これらについて文書化及びより詳細なルール等がない。公有財産

の取得日は重要な情報と考えられるため、画一的な処理及び適正な期間帰属を表現するた

めにこれらの文書化及びより明確な詳細ルールの策定が望まれる。  
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② 処分に関する事務手続 

公有財産の処分にかかる事務手続の概要は以下のとおりである。 

 
手続 関連規定 

  

公有財産管理委員会への付議及び承認 岡山市公有財産管理委員会規程

第２条 

公有財産管理委員会運営要領第

２条 

↓  

各課長が財産活用マネジメント推進課長を経て財政局長

に協議 

公有財産取扱規則第６条 

↓  

市長の決裁（※１） 公有財産取扱規則第28～29条 

↓  

契約締結  

↓  

登記  

↓  

各課長が財産活用マネジメント推進課長に報告 公有財産取扱規則第15条２項 

↓  

財産活用マネジメント推進課長が公有財産台帳を調整 公有財産取扱規則第15条１項 

  

（出所：監査人作成） 

 

（※１）市長の決裁を受けるには、以下の事項を具すこととされている（公有財産取扱規則

第28～29条） 

 

 （売払又は譲与） 

 

(1) 売り払い又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等 

(2) 土地、建物にあってはその所在地 

(3) 売り払い又は譲与しようとする理由 

(4) 処分予定価格（譲与の場合は評価額）及びその算定の根拠 

(5) 収入科目及び予算額 

(6) 代金納付の時期及び方法 

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所 

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所 

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名 

（10）前２号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠 

（11）契約書案 

 （12）前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項 
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 （交換） 

 

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産（以下「交換物件」

という。）の名称、種類、数量等 

(2) 交換物件が土地、建物等にあってはその所在地 

(3) 交換しようとする理由 

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠 

(5) 相手方の住所及び氏名 

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払いの時期及び方法並びに収入又は支

出の科目及び予算額 

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿等の謄本及び図面 

(8) 契約書案 

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項 

 

 

③ 所属換え（所管換え）に関する事務手続 

公有財産の所属換え（所管換え）にかかる事務手続の概要は以下のとおりである。 

 
手続 関連規定 

  

関係課長と協議 公有財産取扱規則第19条 

↓  

関係課長からの同意 公有財産取扱規則第19条 

↓  

市長の決裁（※１） 公有財産取扱規則第19条 

↓  

各課長が財産活用マネジメント推進課長に報告 公有財産取扱規則第15条２項 

↓  

財産活用マネジメント推進課長が公有財産台帳を調整 公有財産取扱規則第15条１項 

  

（出所：監査人作成） 

 

（※１）市長の決裁を受けるには、所属換え（所管換え）を必要とする理由を具すこととさ

れている。（公有財産取扱規則第19条） 
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④ 用途変更又は廃止に関する事務手続 

行政財産の用途変更又は廃止にかかる事務手続の概要は以下のとおりである。 

 
手続 関連規定 

  

市長の決裁（※１） 公有財産取扱規則第18条 

↓  

各課長が財産活用マネジメント推進課長に報告 公有財産取扱規則第15条２項 

↓  

財産活用マネジメント推進課長が公有財産台帳を調整 公有財産取扱規則第15条１項 

  

（出所：監査人作成） 

 

（※１）市長の決裁を受けるには、用途変更又は廃止を必要とする理由を具すこととされて

いる。（公有財産取扱規則第18条） 

 

⑤ 行政財産目的外使用許可に関する事務手続 

行政財産の目的外使用許可にかかる事務手続の概要は以下のとおりである。 

 

手続 関連規定 

  

申請者から行政財産使用許可申請書の提出 公有財産取扱規則第21条 

  

市長の決裁（※１） 公有財産取扱規則第21条 

↓  

使用許可書の交付（※２） 公有財産取扱規則第21条 

↓  

行政財産目的外使用簿に記載 公有財産取扱規則第21条 

  

（出所：監査人作成） 

 

（※１）市長の決裁を受けるには、以下の事項を具すこととされている。（公有財産取扱規

則第21条） 

 

(1) 使用させようとする財産の名称、種類、数量等 

(2) 土地及び建物にあってはその所在地 

(3) 使用の目的及び理由 

(4) 使用期間 

(5) 使用料金の予定額及びその算定の根拠並びに使用料金納付の時期及び方法 

(6) 使用者の住所及び氏名 

(7) 使用許可書（案） 

(8) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項 

 

（※２）行政財産の目的外使用許可の期間は、１年を超えてはならない。 
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⑥ 普通財産の貸付けに関する事務手続 

普通財産の貸付けにかかる事務手続の概要は以下のとおりである。 

 

手続 関連規定 

  

申請者から公有財産借受申請書の提出 公有財産取扱規則第23条 

↓  

市長の決裁（※１） 公有財産取扱規則第23条 

↓  

契約締結  

↓  

公有財産貸付簿に記載 公有財産取扱規則第23条 

  

（出所：監査人作成） 

 

（※１）市長の決裁を受けるには、以下の事項を具すこととされている。（公有財産取扱規

則第23条） 

 

(1) 貸し付けようとする普通財産の名称、種類、数量等 

(2) 土地及び建物にあってはその所在地 

(3) 貸付けの目的及び理由 

(4) 貸付期間 

(5) 貸付料の予定額及びその算定の根拠並びに貸付料納付の時期及び方法 

(6) 借受人の住所及び氏名 

(7) 契約履行の保証の有無及び保証内容 

(8) 契約書案 

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項 
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⑦  公有財産の管理に関する事務手続 

公有財産の管理に関する規定は、以下のとおりである。 

 

【公有財産取扱規則】 

   （管理の通則） 

    第14条 

     各課長は、その管理する公有財産について常に現況をは握し、特に次の各号に

掲げる事項に注意しなければならない。     

 

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否 

(2) 貸付け又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否 

(3) 土地の境界 

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合 

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合 

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否 

 

   （公有財産台帳等） 

    第15条 

      財産活用マネジメント推進課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公

有財産台帳（様式第１号から様式第６号）を調整し、常に公有財産の状況を明

らかにしておかなければならない。 

     

    ２ 各課長は、その管理する公有財産について取得、所属換え、処分その他の理

由に基づく異動があったときは、その都度、これを整理するとともに、財産活

用マネジメント推進課長に報告しなければならない。 
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３ 公会計と固定資産台帳 
 

(1) 統一的な基準による地方公会計の整備促進 

 

総務省は、平成26年度に、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」報告書を取り

まとめた。この中で、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の

作成に関する統一的な基準を示した。また、同年度１月に、「統一的な基準による地方

公会計マニュアル」を取りまとめ、当該マニュアルも参考にして、統一的な基準による財

務書類等を原則として平成27年度から平成29年度までの３年間で全ての地方公共団体に

おいて作成することを要請した。 

統一的な基準の設定は、①発生主義・複式簿記の導入、②固定資産台帳の整備、③比

較可能性の確保が、ポイントである。 

 
【図表２－３－１】統一的な基準による地方公会計の整備促進について 

 

 

（出所：総務省ウェブサイト 平成 27 年１月 23 日「統一的な基準による地方公会計 

の整備促進」）



23  

【図表２－３－２】固定資産台帳と公有財産台帳の主な相違点 

 

（出所：総務省ウェブサイト 平成27年１月23日「統一的な基準による地方公会計 

マニュアル」） 
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そして、平成27年度から平成29年度までの財務書類等の整備要請期間が終了後、総務

省は、「地方公会計の推進に関する研究会（令和元年度）」報告書を取りまとめた。この

報告書は、固定資産台帳や財務書類を作成するのみならず、活用することを期待して

おり、①固定資産台帳の資産管理等への活用、②セグメント分析の推進、③各種指標を用

いた比較分析が、ポイントである。 

 
【図表２－３－２】固定資産台帳・財務書類の活用に向けて 

 
（出所：総務省ウェブサイト 「地方公会計の推進に関する研究会（令和元年度）」） 

  



25  

また、固定資産台帳の作成に当たっては、資産価額の算定が重要な要素となるが、

岡山市においては以下のとおり、総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」

に基づき算定している。ここでのポイントは取得価額とは、実際の購入金額のみでな

く、土地購入に係る補償費や工事委託費なども含めた取得に要した金額全体となるこ

とである。 

 

 
（出所：岡山市ウェブサイト） 

 
(2)  岡山市における固定資産台帳 

 

岡山市は平成28年度から毎年度、固定資産台帳をエクセルデータ形式で公表している。

岡山市のウェブサイトにおける固定資産台帳の説明は、以下のとおりである。 

「固定資産台帳は、財務書類のひとつである貸借対照表に記載されている固定資産の

内訳になります。市が所有する固定資産を個々の資産ごとに管理するための帳簿で、取

得価額や減価償却費等のデータを記載したものです。なお、期末簿価の欄に記載の価額
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とは、次の算定方法を基にして算出したものであり、市場取引価格ではありません。」 

固定資産台帳は、公有財産の有効管理に資する取得価額や減価償却費等の追加情報を提供

するものであると言える。 

 

岡山市における令和４年度の公有財産台帳及び固定資産台帳の作成過程は以下のと

おりである。 

 

＜公有財産台帳（令和４年度）作成の流れ＞ 

① 令和４年４月４日：財産活用マネジメント推進課から各公有財産所管課へ公有

財産の異動報告について職員共通システムの全庁掲示板で通知（以後令和４年４月

15日までに職員共通システムの全庁掲示板で２回再周知） 

② 公有財産所管課が財産管理システムから適時異動報告 

（令和４年度の異動報告は令和４年６月７日～令和５年４月14日までの期間に報告） 

財産活用マネジメント推進課（内容によりその他関係課含む）の合議後、即時公有

財産台帳へ反映 

③ 令和５年１月４日：財産活用マネジメント推進課から各公有財産所管課へ年度

内の処理を職員共通システムの全庁掲示板で依頼通知（以降３月末までに職員共通

システムの全庁掲示板で１回再周知） 

④ 令和５年４月４日：財産活用マネジメント推進課から各公有財産所管課へ公有

財産の異動報告について職員共通システムの全庁掲示板で通知（以後令和５年４月

14日までに職員共通システムの全庁掲示板で２回再周知） 

 

＜固定資産台帳（令和４年度末）作成の流れ＞ 

（令和４年度に異動があったデータを令和５年度末までに作成） 

① 令和４年度にマッチングワークシート（有償取得した資産の取込用データ）を

作成 

令和５年８月８日：委託業者から財産活用マネジメント推進課へマッチングワー

クシートを送付 

令和５年８月14日：財産活用マネジメント推進課から各公有財産所管課へマッチ

ングワークシート入力を職員共通システムの全庁掲示板で依頼 

各公有財産所管課から財産活用マネジメント推進課へマッチングワークシート提

出、当課確認・修正指示 

入力・確認できたマッチングワークシートを財産活用マネジメント推進課から委

託業者へ送付 

令和５年12月27日：財産活用マネジメント推進課から委託業者に全マッチングワ

ークシート送付完了 

② 令和４年度に公有財産台帳上、登録（有償取得除く）・異動された資産の取込
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用データ作成 

令和５年９月頃～：財産活用マネジメント推進課で取込用データ作成 

令和６年１月12日：財産活用マネジメント推進課から委託業者へ取込用データ送

付 

③ 委託業者が、固定資産台帳へ①及び②データの取込 

取込後の固定資産台帳データを財産活用マネジメント推進課へ送付（令和６年２

月15日頃予定） 

④ 財産活用マネジメント推進課から各公有財産所管課へ固定資産台帳データの確

認を職員共通システムの全庁掲示板で依頼（令和６年２月21日頃予定） 

⑤ 財産活用マネジメント推進課から委託業者へ修正用データを送付（令和６年３

月５日頃予定） 

⑥ 委託業者から財産活用マネジメント推進課へ修正された固定資産台帳データの

送付（令和６年３月12日頃予定） 

⑦ 財産活用マネジメント推進課及び各公有財産所管課で修正箇所確認 

財務諸表の公表に合わせて岡山市ウェブサイトで公表（令和６年３月末頃予定） 

 

＜その他＞ 

財産活用マネジメント推進課から各担当課に対して、公有財産の取得、管理、活用

及び処分に係る各種手続・調査等について適宜通知・依頼等を行っており、主要なも

のを取りまとめ業務実施の参考として、通知している。（令和５年12月22日公有財産

の管理について） 

 

 


